
様式第１号（第６条関係） 

令和８年度 三宅町地域公共交通タクシー利用料金補助券申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　　月　　　日 

　三宅町長　様

　  三宅町地域公共交通タクシー利用料金補助券の交付を受けたいので下記のとおり申請します。  

申

　請

　者

　（本

　人
） 

フリガナ  

氏　　名  

住　　所 三宅町

生年月日 大正 ・　昭和　・　平成          年　　　　　月　　　　　日　（満　　　　歳）　 

電話番号  

自動更新 □ 希望する　　　□ 希望しない
※別紙「タクシー補助券の使い方」②自動更新に

ついての説明をお読みください。

利用条件 
該当する 
ものに○ 

１．自動車の運転免許証なし　　　２．自動車の所有なし　 　３．出産予定

４．上記以外の場合  　理由（　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　） 

◇　私は本申請を提出するにあたり、町内に住所を有する証明のため、

　　私の住民基本台帳を町が確認することに同意します。 
□　はい

◇　下記の者を代理人と定め、本申請の権限を委任します。

　　※利用者が自署困難な場合は、本人に説明し同意の上で代筆してください。 
□　はい

　　自署困難なため代筆

　　代筆者氏名 　　　　　　　　　　  　 　　　 　続柄・関係（ 　　　　　　 ）

代　理　人
（窓口に来た方） 

※代理人が申請する場合のみ記入してください。

氏　名 続柄・関係（ 　　　　　　 ）

住　所 

電話番号 

職
員
記
入
欄

本人
確認資料

１点確認 免・旅・個カ・住カ・運転経歴証明書・その他（      ）

2点確認 保・介・年・学生・その他（               ）

代理人
確認資料

１点確認 免・旅・個カ・住カ・運転経歴証明書・その他（      ）

2点確認 保・介・年・学生・その他（               ）

処理 □即日発行 □郵送対応（□本人確認書類不所持 □代理人確認書類不所持）

３の該当者 □母子手帳 ４の該当者 □証明書 受付番号



本人確認書類

● １点で確認できるもの ● ２点必要となるもの

マイナンバーカード・住民基本台帳カード（顔

写真付）・運転免許証・運転経歴証明書（H24

年4/1以降交付のもの）・旅券・身体障害者手

帳・精神障害者保健福祉手帳（顔写真付）・療

育 手 帳 ・ 在 留 カ ー ド ・ 特 別 永 住 者 証 明 書

国民健康保険証・健康保険証・後期高齢者医

療保険証・共済組合員証・介護保険証・母子手

帳・年金手帳・年金証書・医療受給者証・社員

証 （ 顔 写 真 付 ） ・ 学 生 証 （ 顔 写 真 付 ）

記入例

補助券を利用される方の情報

どちらかにチェック

利用者本人の自署が必要です

※利用者が自署困難な場合は、本
人に説明し合意の上、代筆も可
とします。

あてはまるものに ○

※４の方は申請前に、必ず役場ま
でご相談ください。

証明書が必要です。
（☎44-30７０）

ミヤケ　タロウ

三宅　太郎

　　伴堂689

窓口に本人以外が提出される場合のみ

記入してください

記入しないでください

１７　　　４　　 2　　



受付期間
202６年３月２日～202７年２月２６日
※期間中はいつでも申請可能（土日祝除く）

対 象 者

１．町内在住の満65歳以上で次のいずれかに該当する方

　①自動車運転免許証を所持していない方

　②自動車を所有していない方

　③病気、その他の事由により、２カ月以上継続して自動車を運転できないと認め

られる方

　　※ ③の方は、かかりつけ医の「証明書」が必要です

　　　 申請前に必ずご相談ください（☎44－30７０）

２．出産予定があり、母子健康手帳の交付を受けた町内在住の方

　　※ 申請時に母子手帳をご持参ください

注 意 点

・4月1日から補助券を使いたい方は、3月1２日までに申請してください。

　　※3月中に郵送します

・申請後、補助券がお手元に届くまで２週間程度かかります。

申請場所 経営戦略課　役場2階
補助券の
使用期限

 202６年4月1日～202７年3月31日

タクシー補助券の使い方

　①１乗車あたり最大２枚（1,５00円分）※まで使用可能

・１乗車で、1,５00円を超える乗車料金の場合、補助券2枚までご使用いただけます。超えた

金額は自己負担となります。

　※ 乗車料金1,５00円未満の場合は補助券１枚の利用となります。

例）

①乗車料金1,６50円の場合：補助券2枚＋現金150円

②乗車料金   ９５0円の場合：補助券１枚＋現金2０0円

　※ ②の場合、補助券は２枚利用できません。

　②「自動更新」を希望された方は、次年度（2027年度）の申請は不要です

・2026年４月1日以降「タクシー補助券」の交付を受け、かつ自動更新欄の「希望する」にチェッ

ク☑を入れた方は、2026年度は自動更新させていただき、4月１日以降ご利用いただけるよ

う発送いたします。

注）　対象者の１－③、または２に該当する方、および2026年度交付を受けなかった方は、自動

更新による交付はされません。必要な方は、改めて申請をしていただく必要があります。

日常生活の利便性の向上を図ることを目的にタクシー利用料金の一部を補助する事業を行っています。

令和８年度　地域公共交通タクシー補助事業

乗車料金　1,６50円の場合　　
　　　　　　　

現金　150円

　　　　　　　
補助券　２枚

　　　　　　　

750円　　750円

　　　　　　　

タクシー補助券　交付申請の仕方



タクシー補助券の使い方

① 配車の予約 補助券裏面に記載されているタクシー会社に、配車の予約をしてくだ

さい。（記載以外のタクシー会社では、補助券は使用できません）

・配車に関して、お迎え料金等は発生しません。

・必ず市外局番からおかけください。

・混み合う時間帯は何社かお問い合わせいただくと、便利にお使い

いただけます。

② 乗　車 乗り降りの場所のいずれかが三宅町である場合のみ使用できます。

必ず補助券を持参して、乗車してください。

・１乗車あたり使用できるのは、２枚が限度となります。

　７５０円、1,500円を超える金額は自己負担でご利用ください。

・補助券を使えるのは申請者のみです。

　申請者が乗車していれば、ご家族等の同乗も可能です。

・福祉タクシーや障害者手帳・療育手帳の割引との併用も可能です。

③ 支払い 補助券を１枚（２枚）切り離し、乗務員に渡してください。

７５0円、1,５00円を超えた場合は差額をお支払いください。

・補助券の【利用者署名】欄に必ず利用者の氏名を自署してください。

差額金額支払いの例

例１　運賃が９50円のとき 【補助券１枚利用】

　　　 運賃 ９50円 ー 補助金額 ７５0円 ＝ 自己負担 2０0円

　　　　（この場合、補助券は2枚利用できません）

例2　運賃が1,６50円のとき 【補助券2枚利用】

　　　 運賃 1,６50円 － 補助金額 1,５00円 ＝ 自己負担 150円

● 以下の場合は、補助券を返還してください 

・死亡または町外に転出したとき 

・福祉施設等に入所及び長期にわたり、病院に入院されるとき

● 再交付はできませんので、紛失等にご注意ください

ご質問や不明な点は下記へお問い合わせください

問　三宅町役場　経営戦略課

電話：0745-44-３０７０　FAX：074５-４３-０９２２

住所：〒636-0213　三宅町伴堂６８９


